
 
 
 
 
２０２５／０７／１８　２１：３２　現在の情報です。 
　 
　東京都中央区築地七丁目３番１０－１２０３号 
　株式会社ＹＺ 
 
┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃会社法人等番号　│　０１００－０１－１８４８２４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃商　号　　　　　│　株式会社ＹＺ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃本　店　　　　　│　東京都中央区築地七丁目３番１０－１２０３号　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃公告をする方法　│　官報に掲載してする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃会社成立の年月日│　平成２９年７月６日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃目　的　　　　　│　　１．企業の営業、経営及び人材の採用並びに雇用に関するコンサルティング　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２．新規事業開発支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　３．ＩＴに関する商品・サービス等の企画、開発　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　４．人材紹介業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　５．ビジネスマッチング事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　６．インターネットを媒介とした市場のマーケティング事業　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　７．インターネットホームページの企画、立案、制作、管理、運営　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　８．販売代理店事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　９．ベンチャービジネスに対する投資事業　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１０．不動産の売買、所有、管理及び賃貸　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１１．各種イベント、講演、セミナーの企画、制作、運営、管理　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１２．執筆業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１３．前各号に附帯関連する一切の事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃発行可能株式総数│　１５００株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┬─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　１５万株　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　５月１９日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　５月３１日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┼─────────────┨ 
┃発行済株式の総数│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│令和　３年１２月２１日変更┃ 
┃並びに種類及び数│　　　５８９株　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　３年１２月２７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　５月１９日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式　５万８９００株　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　５月３１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　５月２０日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　７万１９８３株　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式　　　５万８９００株　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　Ａ種優先株式　１万３０８３株　　　　　　│令和　４年　５月３１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　２月２８日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　７万４６０１株　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　各種の株式の数　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式　　　５万８９００株　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　Ａ種優先株式　１万５７０１株　　　　　　│令和　５年　３月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　７月３１日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　７万５９１１株　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式　　　５万８９００株　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　Ａ種優先株式　１万７０１１株　　　　　　│令和　６年　８月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年１１月３０日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　７万６５６６株　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式　　　５万８９００株　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　Ａ種優先株式　１万７６６６株　　　　　　│令和　６年１２月　２日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年１２月２４日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　７万７３６６株　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式　　　５万９７００株　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　Ａ種優先株式　１万７６６６株　　　　　　│令和　６年１２月２７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　１月２３日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　７万８１６６株　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式　　　６万５００株　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 



┃　　　　　　　　│　　　Ａ種優先株式　１万７６６６株　　　　　　│令和　７年　２月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　２月　６日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　７万９４７５株　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式　　　６万１８０９株　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　Ａ種優先株式　１万７６６６株　　　　　　│令和　７年　２月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　４月２３日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　７万９６０６株　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式　　　６万１９４０株　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　Ａ種優先株式　１万７６６６株　　　　　　│令和　７年　５月　１日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┼─────────────┨ 
┃資本金の額　　　│　金２３７８万円　　　　　　　　　　　　　　　│令和　３年１２月２１日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　３年１２月２７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　金７３７５万７０６０円　　　　　　　　　　　│令和　４年　５月２０日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　５月３１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　金８３７５万７８２０円　　　　　　　　　　　│令和　５年　２月２８日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　３月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　金８８７６万２０２０円　　　　　　　　　　　│令和　６年　７月３１日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　８月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　金９１２６万４１２０円　　　　　　　　　　　│令和　６年１１月３０日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年１２月　２日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　金９４３２万１２０円　　　　　　　　　　　　│令和　６年１２月２４日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年１２月２７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　金９７３７万６１２０円　　　　　　　　　　　│令和　７年　１月２３日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　２月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　金１億２３７万６５００円　　　　　　　　　　│令和　７年　２月　６日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　２月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　金１億２８７万６９２０円　　　　　　　　　　│令和　７年　４月２３日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　５月　１日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┴─────────────┨ 
┃発行可能種類株式│　普通株式　　　　１２万５０００株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃総数及び発行する│　Ａ種優先株式　　　２万５０００株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃各種類の株式の内│　（残余財産の分配）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃容　　　　　　　│　１．当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株式の保有者（以下「Ａ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式の保有者（以下「普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき金７，６４０円（以　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　下「Ａ種優先残余財産分配額」という。）を分配する。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２．Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対してＡ種優先残余財産分配　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　額の全額が支払われた後に、普通株主又は普通登録株式質権者に対して残　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　余財産の分配をする場合には、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　には、Ａ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの残余財産分配額に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（取得請求権付株式（転換請求権））に定めるＡ種優先転換比率を乗じた　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　額と同額の残余財産の分配をする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　３．Ａ種優先残余財産分配額は、下記の定めに従い調整される。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）Ａ種優先株式の分割、併合又は無償割当てが行われたときは、Ａ種優先　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　残余財産分配額は以下のとおり調整される。なお、「分割・併合・無償　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　割当ての比率」とは、株式の分割、併合又は無償割当て後の発行済株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　総数（自己株式を除く）を株式の分割、併合又は無償割当て前の発行済　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　株式総数（自己株式を除く）で除した数を意味するものとし、以下同じ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後分配額＝当該調整前の分配額×──────────────　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割・併合・無償割当ての比率　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）Ａ種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式又は新株予約権の発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　又は処分（株式無償割当てを除く。）を行ったときは、Ａ種優先残余財　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　産分配額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行Ａ種優　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　先株式数」からは、当該発行又は処分の時点における当会社が保有する　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　自己株式（Ａ種優先株式のみ）の数を除外するものとし、自己株式を処　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　分する場合は下記算式の「新発行Ａ種優先株式数」は「処分する自己株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　式（Ａ種優先株式）の数」と読み替えるものとする。また、新株予約権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の発行の場合は、下記算式の「新発行Ａ種優先株式数」は当該発行され　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　る新株予約権の目的たる株式の数を意味し、「１株当たり払込金額」は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　当該発行される新株予約権の目的たる株式１株を取得するために当該新　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　株予約権の取得及び当該新株予約権に基づき当会社が株式を交付する原　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　因となる当該新株予約権の保有者若しくは当会社の請求又は一定の事由　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとする。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　既発行Ａ種　　　当該調整　　　新発行Ａ種　　　１株当たり　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　優先株式数　×　前分配額　＋　優先株式数　×　払込金額　　┃ 
┃　　　　　　　　│　調整後分配額＝────────────────────────────　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　既発行Ａ種優先株式数　＋　新発行Ａ種優先株式数　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３）第（１）号及び第（２）号における調整額の算定上発生した１円未満の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　端数は切り捨てるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（議決権）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　Ａ種優先株主は、当会社の株主総会において、Ａ種優先株式１株につき１個　┃ 
┃　　　　　　　　│　　の議決権を有する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（取得請求権付株式（転換請求権））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１．Ａ種優先株主は、第２項に定める条件で、当会社に対しいつでも、その有　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　するＡ種優先株式を取得し、これと引換えに当会社の普通株式を交付する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　こと（以下「転換」という。）を請求することができる。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２．Ａ種優先株式の転換の条件は以下のとおりとする。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（１）当初転換価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　当初の転換価額は、１株につき７，６４０円とする。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）転換価額の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ａ）転換価額は、Ａ種優先株式発行後、以下に掲げる事由が発生した場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　には、それぞれ以下のとおり転換価額を調整する。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｉ）株式の分割により当会社普通株式を発行する場合、以下の算式によ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　り転換価額を調整する。但し、以下の算式における「発行済普通株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　式数」には、当会社が保有する自己株式の数及び株式分割により当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　会社の有する当会社の普通株式に割り当てられる株式の数を含まな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　いものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割前発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　調整後転換価額　＝　調整前転換価額　×　―――――――――――――　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割後発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　調整後の転換価額は、株式分割のための株主への割当てにかかる基　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ⅱ）当会社普通株式の株式併合を行う場合には、株式併合の効力発生の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ときをもって次の算式により転換価額を調整する。但し、以下の算　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　式における「発行済普通株式数」には、当会社の有する当会社の普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　通株式の数は含まないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式併合前発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　調整後転換価額　＝　調整前転換価額　×　―――――――――――――　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式併合後発行済普通株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ⅲ）調整前の転換価額を下回る金額をもって当会社の普通株式を発行又　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　は当会社が保有する普通株式を処分する場合（無償割当ての場合を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　含む。）、次の算式（以下「転換価額調整式」という。）により転　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　換価額を調整する。なお、調整後の転換価額は、払込期日（払込期　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　間の設定がある場合には、出資を履行した日をいう。また、株主割　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　当日を設定しない無償割当ての場合には効力発生日をいう。以下同　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　じ。）の翌日以降、また、株主割当日がある場合には、その日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　日以降これを適用する。なお、自己株式処分の場合には、次の算式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「１株当たり　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の払込金額」は「１株当たりの処分価額」、「自己株式数」は「処　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　なお、下記の調整式で使用する「既発行株式数」は、調整後の転換　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　価額を適用する日の前日における、（ｉ）当会社の発行済普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　数と、（ⅱ）発行済潜在株式等（なお、「潜在株式等」とは、取得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　その他その保有者若しくは当会社の請求に基づき又は一定の事由の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　（Ａ種優先株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の全てにつき取得原因（潜在株式等に基づき当会社が普通株式を交　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　付する原因となる保有者若しくは当会社の請求又は一定の事由を意　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　味する。）が当該日において発生したとみなしたときに交付される　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　普通株式数との合計数を意味するものとする。　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行　１株当たりの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式数　×払込金額　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　（既発行株式数　＋　―――――――――――　┃ 
┃　　　　　　　　│　調整後　　　　調整前　　　　　－自己株式数）　　　　調整前転換価額　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　転換価額　＝　転換価額　×　―――――――――――――――――――――　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　（既発行株式数　＋　新規発行株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　－自己株式数）　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ⅳ）取得請求権付株式であって、その取得と引換えに調整前の転換価額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付する定めがあるもの　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　を発行又は処分する場合（無償割当ての場合を含む。）、かかる株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　式の払込期日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　処分される株式すべてが取得請求されたものとみなし、転換価額調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　整式において「１株当たりの払込金額」としてその株式の転換価額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　を使用して計算される額を、調整後の転換価額とする。調整後の転　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　換価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割当日がある場合は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　その日の翌日以降これを適用する。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｖ）新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の行使により発行される新株（取得請求権付株式であって、その取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　得と引換えに当会社の普通株式を交付する定めがあるものを含む。）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　１株当たりの発行価額（新株予約権の発行に際して払込みがなされ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　た額に行使に際して出資される財産の価額を加えた額を、行使に際　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　して交付される当会社の普通株式の数で除した金額をいう。以下同　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　じ。）が調整前の転換価額を下回ることになる新株予約権を発行す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る場合、かかる新株予約権の発行日に、また、株主割当日がある場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　合はその日に、発行される新株予約権すべてが行使されたものとみ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　なし、転換価額調整式において「１株当たりの払込金額」として新　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株予約権の行使により発行される新株１株当たりの発行価額を使用　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　して計算される額を、調整後の転換価額とする。調整後の転換価額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　は、その発行日の翌日以降又は株主割当日の翌日以降これを適用す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｂ）上記（ａ）に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合には、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　当会社はＡ種優先株主及びＡ種優先登録株式質権者に対して、予め書　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　面によりその旨並びにその事由、調整後の転換価額、適用の日及びそ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の他必要な事項を通知した上、転換価額の調整を適切に行うものとす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｉ）合併、株式交換、株式移転、会社分割、又は資本金の額の減少のた　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　めに転換価額の調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ⅱ）前（ｉ）号のほか、当会社の発行済普通株式数（但し、当会社が保　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　有する当会社の普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　生ずる事由の発生（当会社の発行した取得条項付株式の取得と引換　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　えに当会社の普通株式を交付する場合も含む。）によって転換価額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ⅲ）上記（ａ）（ｉｖ）に定める株式の転換可能期間が終了したとき。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　但し、当該株式すべてが転換された場合を除く。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ⅳ）上記（ａ）（ｖ）に定める新株予約権の行使期間が終了したとき。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　但し、当該新株予約権すべてにつき行使請求が行われた場合を除く。┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｃ）転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位ま　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　で算出し、小数第２位を四捨五入する。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｄ）転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　換価額との差額が１円未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　を行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　転換価額を算出する場合には、調整前転換価額はこの差額を差し引い　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　た額とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３）転換価額の調整を行わない場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　上記（２）転換価額の調整の定めに関わらず、以下に掲げる事由の場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　には、転換価額の調整は行わない。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ａ）当会社の発行した取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得と引換　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　えに当会社の普通株式を交付するとき、又は新株予約権の行使により　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　当会社の普通株式を交付するとき。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｂ）当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役、従業員又は取締役会が　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　定めるこれらに準ずる者に対して、インセンティブ目的で当会社の新　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株予約権を発行するとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｃ）上記（２）転換価額の調整（ａ）（ⅲ）ないし（ｖ）が適用される場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　合において、Ａ種優先株式の発行済株式の総数の２／３以上を有する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　Ａ種優先株主がかかる調整を不要としたとき。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（４）転換により交付すべき普通株式数　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　Ａ種優先株式１株の転換により交付すべき当会社の普通株式の株式数は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　次のとおりとする。但し、転換の結果各Ａ種優先株主に交付すべき株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　数に１株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て、現金による調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　整を行わない。なお、Ａ種優先株式１株の転換により交付すべき当会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の普通株式の株式数を、Ａ種優先転換比率という。　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ種優先株主が転換請求のために　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　提出したＡ種優先株式の払込金額　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　転換により交付すべき　＝　―――――――――――――――　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式数　　　　　　　　　　　　　　転換価額　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　上記のＡ種優先株式の払込金額（当初金７，６４０円）は、Ａ種優先株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　式につき株式分割、株式併合、株式無償割当て、新株予約権無償割当て　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　又はこれに類する事由があった場合には当会社の取締役会により適切に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調節される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（取得条項付株式（一斉取得））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当会社は、Ａ種優先株式の発行以降、当会社の株式のいずれかの金融商品取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　引所への上場（以下「株式公開」という。）の申請を行うことが取締役会で　┃ 
┃　　　　　　　　│　　可決され、かつ株式公開に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受け　┃ 
┃　　　　　　　　│　　た場合には、取締役会の定める日をもって、Ａ種優先株式をすべて取得し、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　これと引換えに、Ａ種優先株式１株につき上記（取得請求権付株式（転換請　┃ 
┃　　　　　　　　│　　求権））第２項（４）に規定するＡ種優先株式の払込金額をその時点におい　┃ 



┃　　　　　　　　│　　て適用される転換価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。┃ 
┃　　　　　　　　│　　交付する普通株式の数の算出にあたって、１株に満たない端数が生じたとき　┃ 
┃　　　　　　　　│　　は、会社法第２３４条に定める方法によりこれを取り扱う。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　５月１９日変更　　令和　４年　５月３１日登記┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃株式の譲渡制限に│　当会社の株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を要する。　　　　┃ 
┃関する規定　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃役員に関する事項│　取締役　　　　　安　田　裕　介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┬─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　小　野　真　宏　　　　　　　│令和　３年　８月　１日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　３年　８月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都中央区築地七丁目３番１０－１２０３号　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　安　田　裕　介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃非業務執行取締役│　当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、社外取締役との間に、任務　┃ 
┃等の会社に対する│　を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但　┃ 
┃責任の制限に関す│　し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める額とする。　　　　　　　┃ 
┃る規定　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　５月１９日設定　　令和　４年　５月３１日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃新株予約権　　　│第１回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　新株予約権１個あたりの目的である株式の種類及び数は、会社の普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式１株とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ただし、新株予約権１個あたりの目的である株式数は、以下の定め　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　により調整されることがあるものとする。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の新株予約権についてその１個あたりの目的である株式数を次の算式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に従い調整するものとし、調整により生じる１株の１００分の１未満　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、「分割の比率」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　場合は会社法第１８３条第２項第１号に基づく株式分割の基準日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　日以降、株式併合の場合は会社法第１８０条第２項第２号に基づく株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　式併合の効力発生日の翌日以降に、それぞれ適用されるものとする。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）会社が株主割当の方法により募集株式の発行若しくは処分、株式無償　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　割当て、合併、株式交換、会社分割又は株式交付を行う場合その他必　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　要と認められる場合、会社は、会社が適当と認める新株予約権１個あ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　たりの目的となる株式数の調整を行う。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　新株予約権１個あたりの目的である株式の種類及び数は、会社の普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式１００株とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ただし、新株予約権１個あたりの目的である株式数は、以下の定め　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　により調整されることがあるものとする。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の新株予約権についてその１個あたりの目的である株式数を次の算式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に従い調整するものとし、調整により生じる１株の１００分の１未満　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、「分割の比率」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　場合は会社法第１８３条第２項第１号に基づく株式分割の基準日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　日以降、株式併合の場合は会社法第１８０条第２項第２号に基づく株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　式併合の効力発生日の翌日以降に、それぞれ適用されるものとする。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）会社が株主割当の方法により募集株式の発行若しくは処分、株式無償　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　割当て、合併、株式交換、会社分割又は株式交付を行う場合その他必　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　要と認められる場合、会社は、会社が適当と認める新株予約権１個あ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　たりの目的となる株式数の調整を行う。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　５月１９日変更　　令和　４年　５月３１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　新株予約権は無償で発行する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　１株につき金２７５，０００円（以下「行使価額」という。）とし、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　新株予約権１個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　価額に新株予約権１個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ただし、行使価額は、以下に定めるところに従い調整されることがあ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　適用時期は、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　方法」（１）の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×　────────────　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割・併合の比率　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）会社が、（ｉ）時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行又は処分（株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、会社分割及び株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　交付に伴うものを除く。）、又は（ⅱ）時価を下回る１株あたりの取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等（取得請求権付株式、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同様とす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る。）の発行又は処分（無償割当てによる場合を含む。）を行うとき　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。なお、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　における各用語の意義は、以下に定めるところによるものとする。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　１　「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　同様とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　２　「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ４５取引日目　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に始まる３０取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　捨てる。ただし、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　び上場後４５取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間におい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　なお、上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのため　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第２０９条第１項第　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降に適　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　用されるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新発行　　１株あたり　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行　　　　株式数　×　払込金額　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式数　＋　────────────　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整後　　　　調整前　　　　　　　　　　　　　　　　時価　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使価額　＝　行使価額　×　───────────────────　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数　＋　新発行株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　３　上記算式については下記の定めに従うものとする。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　①　「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日にお　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ける会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　（普通株式のみ）の数を控除した数を意味するものとする（ただし、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式等の目的たる普通株式数又は自己株式（普通株式のみ）の数が変　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　動する場合は、当該変動前の数を基準とする。）。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　②　会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　③　会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　通株式１株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）上記（２）の（ⅱ）に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　を行う。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　場合を除く。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（４）会社が合併、株式交換、会社分割又は株式交付を行う場合その他必要　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（５）会社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式等を発行又は処分する場合において、会社が調整を行わない旨を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　決定した場合には、上記（２）に基づく調整は行われないものとする。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　１株につき金２，７５０円（以下「行使価額」という。）とし、新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　予約権１個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に新株予約権１個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。た　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　だし、行使価額は、以下に定めるところに従い調整されることがある。┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　適用時期は、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　方法」（１）の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×　────────────　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割・併合の比率　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）会社が、（ｉ）時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行又は処分（株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、会社分割及び株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　交付に伴うものを除く。）、又は（ⅱ）時価を下回る１株あたりの取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等（取得請求権付株式、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同様とす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る。）の発行又は処分（無償割当てによる場合を含む。）を行うとき　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。なお、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　における各用語の意義は、以下に定めるところによるものとする。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　１　「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等の取得及　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　同様とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　２　「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ４５取引日目　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に始まる３０取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　捨てる。ただし、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　び上場後４５取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間におい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　なお、上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのため　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第２０９条第１項第　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降に適　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　用されるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新発行　　１株あたり　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行　　　　株式数　×　払込金額　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式数　＋　────────────　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整後　　　　調整前　　　　　　　　　　　　　　　　時価　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使価額　＝　行使価額　×　───────────────────　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数　＋　新発行株式数　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　３　上記算式については下記の定めに従うものとする。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　①　「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日にお　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ける会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　（普通株式のみ）の数を控除した数を意味するものとする（ただし、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式等の目的たる普通株式数又は自己株式（普通株式のみ）の数が変　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　動する場合は、当該変動前の数を基準とする。）。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　②　会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　③　会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　通株式１株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）上記（２）の（ⅱ）に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　を行う。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　場合を除く。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（４）会社が合併、株式交換、会社分割又は株式交付を行う場合その他必要　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（５）会社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式等を発行又は処分する場合において、会社が調整を行わない旨を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　決定した場合には、上記（２）に基づく調整は行われないものとする。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　５月１９日変更　　令和　４年　５月３１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行使期間は、２０２３年８月３日から２０３１年７月３１日までとす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ただし、行使期間の最終日が会社の休業日にあたる場合には、その　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　前営業日を最終日とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権の行使条件等は、以下のとおりとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　を保有する者（以下「権利者」という。）について「会社が新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　権を取得することができる事由及び取得の条件」各号に定める取得事　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　場合はこの限りでない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）権利者は、会社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　るまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）新株予約権の行使は新株予約権１個単位で行うものとし、各新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　権の一部の行使は認められないものとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（４）権利者が１個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使によ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　り当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないも　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　のとする。なお、かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　わない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（５）新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　が死亡した場合、新株予約権は相続されず、新株予約権は行使できな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　くなるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　会社は、以下に基づき新株予約権を取得することができる。会社は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　以下に定める取得の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　会の決議（会社が取締役会設置会社でない場合においては、取締役の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　過半数の決定）により別途定める日においてこれを取得するものとす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る。また、会社は、以下に定める取得の事由が生じた新株予約権の全　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の決議（会社が取締役会設置会社でない場合においては、取締役の過　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　半数の決定）により取得する新株予約権を決定するものとする。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　なる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　換、株式移転若しくは株式交付（以下総称して「組織再編行為」とい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　う。）について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　議（会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第３４８　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　条に定める業務の決定の方法に基づく決定））が行われたとき、又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　時に特定の第三者（会社の株主を含む。）に移転する旨の書面による　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立したときは、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　会社は新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　予約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　１　権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　２　権利者が会社又は子会社（会社法第２条第３号に定める子会社を意味　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　する。以下同じ。）と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　会社又は子会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　認を得た場合を除く。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　３　権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を毀損　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　４　権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　５　権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は自ら振り出し若しく　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　６　権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　７　権利者が法人である場合において、権利者につき解散の決議が行われ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　た場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　８　権利者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。）であること、又　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行っていることが判明した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　９　権利者が以下のいずれの身分をも喪失した場合　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　①　会社又は子会社の取締役又は執行役　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　②　会社又は子会社の使用人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　③　顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１０　権利者が会社又は子会社の取締役若しくは執行役又は使用人の身分を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　有する場合（新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　①　自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　当した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　②　権利者が取締役又は執行役としての忠実義務等会社又は子会社に対す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る義務に違反した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１１　会社が２０２８年６月３０日までに金融商品取引所に上場しなかった　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　３年　８月　２日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　３年　８月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│第２回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１００個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権１個あたりの目的である株式の種類及び数は、会社の普通株式１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株とし、新株予約権の目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　は、１００株とする。ただし、新株予約権１個あたりの目的である株式数は、┃ 
┃　　　　　　　　│　　以下の定めにより調整されることがあり、この場合の付与株式数は、当該調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整後の新株予約権１個あたりの目的である株式数に新株予約権の個数を乗じ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　た数に調整されるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の新株予約権についてその１個あたりの目的である株式数を次の算式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に従い調整するものとし、調整により生じる１株の１００分の１未満　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、「分割の比率」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　式総数で除した数を意味するものとする。また、「併合の比率」とは、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　で除した数を、意味するものとする。調整後の株式数は、株式分割の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　場合は会社法第１８３条第２項第１号に基づく株式分割の割当基準日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降に、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　それぞれ適用されるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）会社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分、株式無償割当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　て又は合併、株式交換、会社分割を行う場合その他必要と認められる　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　場合、会社は、会社が適当と認める新株予約権１個あたりの目的とな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る株式数の調整を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権１個あたり４４３円とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１株につき金７，６４０円（以下「行使価額」という。）とし、新株予約権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に新株予約権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　以下に定めるところに従い調整されることがある。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　適用時期は、「新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその算　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　定方法」（１）の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×　────────　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割・併合の比率　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）会社が、（ｉ）時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行又は処分（株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、会社分割及び株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　交付に伴うものを除く。）、又は（ⅱ）時価を下回る１株あたりの取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等（取得請求権付株式、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同様とす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る。）の発行又は処分（無償割当てによる場合を含む。）を行うとき　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。なお、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　における各用語の意義は、以下に定めるところによるものとする。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ア　「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　とし、以下同様とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　イ　「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ４５取引日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　目に始まる３０取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　を切り捨てる。ただし、会社の普通株式が金融商品取引所に上場さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　れる前及び上場後４５取引日（上場日を含む。）が経過するまでの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。なお、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第２０９条第１項第２　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降に適　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　用されるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新発行　　１株あたり　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行　　　株式数　×　払込金額　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式数　＋　──────────　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後　　　　調整前　　　　　　　　　　　　　　時価　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　行使価額　＝　行使価額　×　────────────────　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数　＋　新発行株式数　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ウ　上記算式については下記の定めに従うものとする。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　①　「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　における会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　　的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る自己株式（普通株式のみ）の数を控除した数を意味するものと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　する（ただし、当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　（普通株式のみ）の数が変動する場合は、当該変動前の数を基準　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　とする。）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　②　会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合におい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替え　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　るものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　③　会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　目的となる普通株式１株あたりの取得価額を、それぞれ意味する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）上記（２）の（ⅱ）に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　を行う。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　場合を除く。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（４）会社が合併、株式交換又は会社分割を行う場合その他必要と認められ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（５）会社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式等を発行又は処分する場合において、会社が調整を行わない旨を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　決定した場合には、上記（２）に基づく調整は行われないものとする。┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使期間は、令和４年１２月１日から令和１９年１１月３０日までとする。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、行使期間の最終日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　を最終日とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権の行使条件等は、以下のとおりとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）行使条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ア　新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　を保有する者（以下「本新株予約権者」という。）について「会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」各号に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　た新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　行使を認めた場合はこの限りでない。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　イ　新株予約権者は、会社の株式がいずれかの金融商品取引所へ上場さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　れる（以下、単に「上場」という。）までの期間は、新株予約権を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　行使することはできないものとする。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ウ　新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　権の一部の行使は認められないものとする。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　エ　本新株予約権者が１個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなけれ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　ばならず、１株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　当てられないものとする。なお、かかる端数の切り捨てについて金　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　銭による調整は行わない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）相続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　本新株予約権者が死亡した場合、新株予約権は相続されず、新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　権は行使できなくなるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　会社は、以下の各号に基づき新株予約権を取得することができる。会社は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　以下の各号に定める取得の事由が生じた新株予約権を取得する場合、会社に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　おいて別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は、以　┃ 
┃　　　　　　　　│　　下の各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全部又は一部を取得する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ことができ、一部を取得する場合は、会社において取得する新株予約権を決　┃ 
┃　　　　　　　　│　　定するものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　なる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が子会社となる株式交換、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式移転若しくは株式交付について、法令上又は会社の定款上必要な　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　会社の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　には、取締役会の決議（会社が取締役会設置会社でない場合において　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は、会社法第３４８条に定める業務の決定の方法に基づく決定））が　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行われた場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）本新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）本新株予約権者が会社又はその関係会社（会社計算規則及び財務諸表　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項に定める関係　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　会社を意味する。以下同じ。）と競合する業務を営む法人を直接若し　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　くは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　目を問わず会社又はその関係会社と競業した場合。ただし、会社の書　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　面による事前の承認を得た場合を除く。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（４）本新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又はその関係会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　社の信用を毀損した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（５）本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（６）本新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は自ら振り出　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（７）本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これら　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に類する手続開始の申立があった場合　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（８）本新株予約権者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。）である　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　こと、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しく　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は関与を行っていることが判明した場合　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（９）本新株予約権者が会社又はその関係会社の取締役、監査役又は使用人　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の身分を有する場合（新株予約権発行後にかかる身分を有するに至っ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　た場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ア　自己に適用される会社又はその関係会社の就業規則に規定する懲戒　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　事由に該当した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　イ　本新株予約権者が取締役又は監査役としての忠実義務等会社又はそ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の関係会社に対する義務に違反した場合　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１０）会社が令和１９年１１月３０日までに金融商品取引所に上場しなか　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　った場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年１１月３０日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年１２月１４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│第３回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１，２００個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　５００個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　２月　１日変更　　令和　５年　２月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３００個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　３月３１日変更　　令和　６年　４月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１００個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　８月　６日変更　　令和　６年　８月１５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権１個あたりの目的である株式の種類及び数は、会社の普通株式１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株とする。ただし、新株予約権１個あたりの目的である株式数は、以下の定　┃ 
┃　　　　　　　　│　　めにより調整されることがあるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の新株予約権についてその１個あたりの目的である株式数を次の算式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に従い調整するものとし、調整により生じる１株の１００分の１未満　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、「分割の比率」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　場合は会社法第１８３条第２項第１号に基づく株式分割の基準日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　日以降、株式併合の場合は会社法第１８０条第２項第２号に基づく株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　式併合の効力発生日の翌日以降に、それぞれ適用されるものとする。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）会社が株主割当の方法により募集株式の発行若しくは処分、株式無償　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　割当て、合併、株式交換、会社分割又は株式交付を行う場合その他必　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　要と認められる場合、会社は、会社が適当と認める新株予約権１個あ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　たりの目的となる株式数の調整を行う。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権は無償で発行する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１株につき金７，６４０円（以下「行使価額」という。）とし、新株予約権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に新株予約権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　以下に定めるところに従い調整されることがある。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　適用時期は、「新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその算　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　定方法」（１）の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×　────────　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割・併合の比率　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）会社が、（ｉ）時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行又は処分（株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、会社分割及び株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　交付に伴うものを除く。）、又は（ⅱ）時価を下回る１株あたりの取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等（取得請求権付株式、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同様とす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る。）の発行又は処分（無償割当てによる場合を含む。）を行うとき　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。なお、　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　における各用語の意義は、以下に定めるところによるものとする。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ア　「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　「取得価額」とは、普通株式１株を取得するために当該潜在株式等　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　とし、以下同様とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　イ　「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ４５取引日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　目に始まる３０取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　を切り捨てる。ただし、会社の普通株式が金融商品取引所に上場さ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　れる前及び上場後４５取引日（上場日を含む。）が経過するまでの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。なお、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株式等の発行又は処分の効力発生日（会社法第２０９条第１項第２　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降に適　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　用されるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新発行　　１株あたり　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　既発行　　　株式数　×　払込金額　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　株式数　＋　──────────　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整後　　　　調整前　　　　　　　　　　　　　　時価　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使価額　＝　行使価額　×　────────────────　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数　＋　新発行株式数　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ウ　上記算式については下記の定めに従うものとする。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　①　「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　における会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　る自己株式（普通株式のみ）の数を控除した数を意味するものと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　する（ただし、当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　（普通株式のみ）の数が変動する場合は、当該変動前の数を基準　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　とする。）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　②　会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合におい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替え　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　るものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　③　会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　目的となる普通株式１株あたりの取得価額を、それぞれ意味する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）上記（２）の（ⅱ）に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　を行う。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　場合を除く。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（４）会社が合併、株式交換、会社分割又は株式交付を行う場合その他必要　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（５）会社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株式等を発行又は処分する場合において、会社が調整を行わない旨を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　決定した場合には、上記（２）に基づく調整は行われないものとする。┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使期間は、令和６年１２月１日から令和１４年１１月３０日までとする。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、行使期間の最終日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　を最終日とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権の行使条件等は、以下のとおりとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　保有する者（以下「権利者」という。）について「会社が新株予約権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　を取得することができる事由及び取得の条件」各号に定める取得事由　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　はこの限りでない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）権利者は、会社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　るまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）新株予約権の行使は新株予約権１個単位で行うものとし、各新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　権の一部の行使は認められないものとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（４）権利者が１個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使によ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　り当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないも　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　のとする。なお、かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　わない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（５）新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　が死亡した場合、新株予約権は相続されず、新株予約権は行使できな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　くなるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　会社は、以下に基づき新株予約権を取得することができる。会社は、以下に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　定める取得の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　社が取締役会設置会社でない場合においては、取締役の過半数の決定）によ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　り別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は、以下に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　定める取得の事由が生じた新株予約権の全部又は一部を取得することができ、┃ 
┃　　　　　　　　│　　一部を取得する場合は、取締役会の決議（会社が取締役会設置会社でない場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　合においては、取締役の過半数の決定）により取得する新株予約権を決定す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　るものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　なる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　換、株式移転若しくは株式交付について、法令上又は会社の定款上必　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　要な会社の株主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　場合には、取締役会の決議（会社が取締役会設置会社でない場合にお　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　いては、会社法第３４８条に定める業務の決定の方法に基づく決定））┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　が行われたとき、又は会社の発行済株式総数の過半数の株式について、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　同時又は実質的に同時に特定の第三者（会社の株主を含む。）に移転　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　で成立したときは、会社は新株予約権を無償で取得することができる。┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　予約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ア　権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　イ　権利者が会社又は子会社（会社法第２条第３号に定める子会社を意　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　味する。以下同じ。）と競合する業務を営む法人を直接若しくは間　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　問わず会社又は子会社と競業した場合。ただし、会社の書面による　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　事前の承認を得た場合を除く。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ウ　権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を毀　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　損した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　エ　権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　オ　権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は自ら振り出し若し　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　くは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　カ　権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　キ　権利者が法人である場合において、権利者につき解散の決議が行わ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　れた場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ク　権利者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。）であること、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　与を行っていることが判明した場合　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ケ　権利者が以下のいずれの身分をも喪失した場合　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　①　会社又は子会社の取締役又は執行役　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　②　会社又は子会社の使用人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　③　顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　コ　権利者が会社又は子会社の取締役若しくは執行役又は使用人の身分　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　を有する場合（新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　①　自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　に該当した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　②　権利者が取締役又は執行役としての忠実義務等会社又は子会社に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　対する義務に違反した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　サ　会社が令和１４年１１月３０日までに金融商品取引所に上場しなか　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　った場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年１１月３０日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年１２月１４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│第４回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２，６１７個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権１個あたりの目的である株式の種類及び数は、会社のＡ種優先株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　式１株とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　なお、会社が株式分割（Ａ種優先株式の無償割当てを含む。以下同じ）又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整　┃ 
┃　　　　　　　　│　　するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　結果、各新株予約権１個当たり１株未満の端数が生じた場合にはこれを切り　┃ 
┃　　　　　　　　│　　捨てるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整後株式数＝調整前株式数　×　分割（又は併合）の比率　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　上記のほか、行使価額の調整を行う場合は、各新株予約権１個当たりの目的　┃ 



┃　　　　　　　　│　　たる株式の数を、次の算出方法により調整する。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　調整前行使価額×調整前の各新株予約権１個　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当たりの目的たる株式数　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整後の各新株予約権１個　＝――――――――――――――――――――　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当たりの目的たる株式数　　　　　　　　　　調整後行使価額　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、１株未満の端数が生じるときは、その端数はこれを切り捨てる。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権は無償で発行する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株につき金７，┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　６４０円（以下「行使価額」という。）とし、行使価額の総額は、金　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　１９，９９３，８８０円とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）（３）の各号に掲げる事由により、行使価額の調整の必要が生じる場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　合は、行使価額を次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　をもって調整する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　既発行　調整前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　株式数×行使価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整後行使価額　＝─――――――――――――――――――――――――　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数＋新発行株式数　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、小　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　数第１位を四捨五入する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はそ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　前日における会社の発行済株式数（自己株式数を除く。）とする。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　３　行使価額調整式で使用する新発行株式数は、新株予約権の場合、新株発　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　行に代えて自己株式を移転する場合及び自己株式を処分する場合の当該　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　自己株式数を含むものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　４　行使価額調整式で使用する１株当たりの払込金額は、新株予約権の場合、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　新株予約権の払込金額と当該新株予約権の行使に際しての払込金額との　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　合計額の１株当たりの額とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　５　行使価額の調整が行われる場合には、会社は関連事項決定後直ちに新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　日、その他必要事項を届け出なければならない。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　額の適用の日は、次の各号に定めるところによる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１　行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもってＡ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　種優先株式を発行し又は移転する場合　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　はその日の翌日以降これを適用する。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２　株式の分割によりＡ種優先株式を発行する場合　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①　調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これを適　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　用する。ただし、剰余金から資本金に組入れられることを条件としてそ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の部分をもって株式分割によりＡ種優先株式を発行する旨会社法所定の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れの決議をする株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　は、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　総会の終結の日の翌日以降これを適用する。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②　上記①ただし書きの場合において、株式分割のための株主割当日の翌日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　から当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日までに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　行使をなした者に対しては、次の算出方法により、会社のＡ種優先株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　を発行する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　（調整前行使価額－調整後行使価額）×調整前行使価額により当該　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間内に発行された株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株式数＝――――――――――――――――――――――――――――――　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整後行使価額　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　この場合に１株未満の端数を生じたときは、その端数に前記の調整後行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支払う。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　３　行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもってＡ種優　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　先株式の新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下こ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の号において同じ。）を発行する場合　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当日がある　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　場合はその日に、発行される新株予約権の全部が行使なされたものとみ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　なし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用する。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（４）（３）の各号に掲げる事由のほか次の各号に該当する場合は、行使価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　額の調整を適切に行うものとし、会社は関連事項決定後直ちに新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　日、その他必要な事項を届け出なければならない。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１　合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使価額の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２　前号のほか会社の発行済株式数（自己株式数を除く。）の変更又は変更　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の可能性を生じる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。┃ 
┃　　　　　　　　│　　３　（３）の３に定める新株予約権の行使請求期間が終了したとき。ただし、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　その新株予約権の全部が行使された場合を除く。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使期間は、令和５年３月２４日から令和１２年３月３１日までとする（行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　使請求期間の最終日が会社の休日に当たる場合は、その前営業日が最終日と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　なる。）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）会社が、金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第２条第１６項　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に定める金融商品取引所に対しその株式を上場申請するために、申請　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　基準決算日を取締役会の決議により決定した場合には、新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　全部を取得し、引換えに新株予約権者に対し会社の普通株式を目的と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　する他の新株予約権を交付することができるものとする。　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）取得により発行すべき普通株式を目的とする他の新株予約権　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　本新株予約権１個の取得と引換えに交付すべき普通株式を目的とする　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　他の新株予約権は１個とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　３月２４日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　４月　５日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃登記記録に関する│　設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃事項　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年　７月　６日登記┃ 
┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　＊下線のあるものは抹消事項であることを示す。


